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　令和５年度一般会計及び特別会計の決算が第３回定例議会で認定され
ました。一般会計及び特別会計の歳入総額は15億3,024万5千円、歳出総
額14億5,122万4千円でした。

歳入総額
11億6,969万5千円

村税
5.9%

利子割交付金0.0％　自動車税環境性能割交付金0.1％　法人事業税交付金0.1％
地方特例交付金0.0％　配当割交付金0.0％　株式等譲渡所得割交付金0.0％
分担金及び負担金　0.1%

地方交付税
64.2%

使用料及び手数料  　4.9%使用料及び手数料  　4.9%

国庫支出金  
4.0%

国庫支出金  
4.0%

財産収入　0.8%

県支出金　4.1%
村債　3.2%

自主財源自主財源

依存財源依存財源

2億4,587万9千円
21.0%

2億4,587万9千円
21.0%

9億2,381万6千円
79.0%

9億2,381万6千円
79.0%

一般会計 歳入総額 11億6,969万5千円

地方譲与税
1.8%

地方譲与税
1.8%

地方消費税
交付金
1.2%

ゴルフ場利用税
交付金
0.2%

寄附金　1.0%

繰入金　2.9%
繰越金　2.9%

諸収入　2.5%

（単位：千円）

区　　　分 R5決算額
対前年比

増減額 増減率
村 税 69,514 673 1.0
地 方 譲 与 税 21,326 293 1.4
利 子 割 交 付 金 11 △ 2 △ 15.4
地方消費税交付金 13,993 △ 858 △ 5.8
ゴルフ場利用税交付金 2,158 △ 386 △ 15.2
自動車税環境性能割交付金 1,069 229 27.3
法人事業税交付金 1,021 △ 79 △ 7.2
地方特例交付金 0 △ 50 △ 100.0
配 当 割 交 付 金 223 43 23.9
株式等譲渡所得割交付金 223 91 68.9
地 方 交 付 税 751,084 △ 7,108 △ 0.9
分担金及び負担金 1,206 265 28.2
使用料及び手数料 57,143 495 0.9
国 庫 支 出 金 46,977 △ 45,123 △ 49.0
県 支 出 金 48,110 △ 5,026 △ 9.5
財 産 収 入 9,749 △ 10,279 △ 51.3
寄 附 金 11,149 △ 4,712 △ 29.7
繰 入 金 33,638 18,692 125.1
繰 越 金 34,439 △ 13,384 △ 28.0
諸 収 入 29,041 △ 2,327 △ 7.4
村 債 37,621 △ 10,847 △ 22.4
合 計 1,169,695 △ 79,400 △ 6.4

基金（貯金）残高　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　　　計 R5決算額
対前年比

増減額 増減率

一 般 会 計 675,192 △ 4,898 △ 0.7

特 別 会 計 158,871 6,012 3.9

合 計 834,063 1,114 0.1

村債（借金）残高　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

会　　　計 R5決算額
対前年比

増減額 増減率

一 般 会 計 627,790 △ 75,004 △ 10.7

特 別 会 計 232,002 △ 58,203 △ 20.1

合 計 859,792 △ 133,207 △ 13.4

令和5年度　決算概要

主な増減の要因：主な要因の「国庫支出金」「県支出金」「財産収入」 （単位：千円）
区　　　分 増減額 主　な　要　因（数値は増減）

地 方 交 付 税 △ 7,108 普通交付税△13,706、特別交付税6,598
国 庫 支 出 金 △ 45,123 国庫補助金△49,666
財 産 収 入 △ 10,279 財産売払収入△7,069
繰 入 金 18,692 教育基金12,088、ふるさと寄附金基金12,334、公共施設等整備基金△5,000
繰 越 金 △ 13,384 繰越金（一般財源）△13,384
村 債 △ 10,847 過疎対策事業債△17,500、補助災害復旧事業債2,200
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災害復旧事業費　2.3%

人件費
19.4%

経常的経費
9億7,976万円9千円

87.1%

投資的経費
1億4,494万4千円

12.9%

投資的経費
1億4,494万4千円

12.9%

物件費
24.6%

公債費
10.1%

補助費等
14.9%

維持費
0.9%扶助費 　2.9%

積立金
2.8%

繰出金
11.5%

投資及び出資金・
貸付金 0.3%

普通建設事業費
10.3%

普通建設事業費
10.3%

歳出総額
11億2,471万3千円

（単位：千円）

区　　　分 R5決算額
対前年比

増減額 増減率
議 会 費 18,048 1,037 6.1
総 務 費 253,747 △ 11,241 △ 4.2
民 生 費 164,055 △ 40,735 △ 19.9
衛 生 費 129,353 △ 322 △ 0.2
労 働 費 1,265 633 100.2
農 林 水 産 業 費 58,193 △ 10,306 △ 15.0
商 工 費 148,935 △ 5,745 △ 3.7
土 木 費 64,748 △ 42,128 △ 39.4
消 防 費 25,016 △ 5,052 △ 16.8
教 育 費 121,496 7,830 6.9
災 害 復 旧 費 26,421 18,700 242.2
公 債 費 113,436 △ 2,614 △ 2.3
合 計 1,124,713 △ 89,943 △ 7.4

（単位：千円）

区　　　分 R5決算額
対前年比

増減額 増減率
人 件 費 217,641 11,974 5.8
物 件 費 276,903 △ 9,367 △ 3.3
維 持 費 9,953 145 1.5
扶 助 費 33,140 8,790 36.1
補 助 費 等 167,622 14,321 9.3
公 債 費 113,436 △ 2,614 △ 2.3
積 立 金 31,240 △ 1,146 △ 3.5
繰 出 金 129,834 △ 27,573 △ 17.5
投資及び出資金・貸付金 2,880 △ 480 △ 14.3
普通建設事業費 115,643 △ 102,693 △ 47.0
災害復旧事業費 26,421 18,700 242.2
合 計 1,124,713 △ 89,943 △ 7.4

主な増減の要因：主な要因の「総務費」「農林水産業費」 （単位：千円）

区　　　分 増減額 主　な　要　因（数値は増減）
総 務 費 △ 11,241 財産管理費△5,015、地域おこし協力隊関係経費△3,425
民 生 費 △ 40,735 災害救助費△33,480
農 林 水 産 業 費 △ 10,306 農業費△5,717、林業費△4,589
土 木 費 △ 42,128 住宅費△41,216
災 害 復 旧 費 18,700 公共土木施設災害復旧費12,942、農林水産施設災害復旧費5,757

一般会計　歳出総額　11億2,471万3千円

目的別

性質別

歳出総額
11億2,471万3千円

議会費　1.6%

総務費
22.6%

民生費
14.6%

衛生費
11.5%

労働費　0.1％

農林水産業費
5.2%

商工費
13.2%

土木費
5.8%

消防費
2.2%

教育費
10.8%

災害復旧費
1.7%

災害復旧費
1.7%

公債費
10.1%
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会　計　別　決　算

財 政 指 標 状 況

財政健全化判断比率

（単位：千円）

会　　計　　名
歳　　入 歳　　出

R5決算額 対前年比 R5決算額 対前年比
増減額 増減率 増減額 増減率

一 般 会 計 1,169,695 △ 79,400 △ 6.4 1,124,713 △ 89,943 △ 7.4

特
　
別
　
会
　
計

国民健康保険特別会計 60,290 △ 8,192 △ 12.0 57,012 △ 6,268 △ 9.9
直 営 診 療 所 特 別 会 計 28,575 △ 2,735 △ 8.7 28,051 △ 2,805 △ 9.1
水 道 事 業 特 別 会 計 83,749 △ 3,802 △ 4.3 81,086 △ 6,458 △ 7.4
後期高齢者医療特別会計 8,207 △ 215 △ 2.6 8,207 △ 215 △ 2.6
下 水 道 事 業 特 別 会 計 52,747 3,648 7.4 46,815 △ 2,284 △ 4.7
介 護 保 険 特 別 会 計 126,982 5,798 4.8 105,340 △ 981 △ 0.9
介 護 サービス特別会計 △ 61,027 △ 100.0 △ 61,028 △ 100.0
合　　　　　　　　　　計 1,530,245 △ 145,924 △ 9 1,451,224 △ 169,983 △ 10.5

（単位：％・千円）

項　　目 R５ R４ 説　　明

財 政 力 指 数 0.11 0.11 この数値が１に近いか１を超えるほど財政力が強いと見る。※前３年平均

実質収支比率 5.1 3.9 一般的に黒字額は、標準財政規模の３～５％が望ましい。

経常収支比率 86.3 86.0 財政構造の弾力性を判断する指数、通常70％程度に収まることが妥当。

標準財政規模 719,442 736,745 標準的行政水準を維持するために必要な経費に見合う財源。

指　標 比　率 説　　　明 早期健全化
基　　　準

財政再生
基　　準

実質赤字比率 ― 一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率 15.0% 20.0%

連結実質赤字比率 ―
一般会計、国民健康保険・上下水道等の特別会計、全
ての会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対す
る比率

20.0% 40.0%

実質公債費比率 10.9%
標準財政規模に対して、一般会計や上下水道等の公営
企業会計、全ての会計が負担する実質的な公債費（元
利償還金）の比率

25.0% 35.0%

将来負担比率 ―
一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債（上
下水道等の公営企業会計を含む）の標準財政規模
に対する比率

350.0% ―

※実質赤字比率、連結実質赤字比率について、それぞれ赤字額がありませんでした。

指　　　標 簡易水道特別会計 下水道事業特別会計 経営健全化基準

資金不足比率 ― ― 20.0

※両会計とも資金不足額がありませんでした。
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条
　
　
　
例

決
算
認
定

報
　
　
　
告

補
正
予
算

人
　
　
　
事

一
般
質
問

議
会
だ
よ
り

売
木
村
議
会
定
例
会

　

令
和
６
年
第
３
回
売
木
村
議
会
定
例
会
が

９
月
10
日
か
ら
18
日
ま
で
9
日
間
の
会
期
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。付
議
事
件
24
件
が
上
程
さ

れ
、原
案
ど
お
り
可
決
、承
認
さ
れ
ま
し
た
。主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
令
和
５
年
度
決
算
に
係
る
健
全
化
判
断
比

率
等
の
報
告
に
つい
て

②
令
和
６
年
度
売
木
村
簡
易
水
道
事
業
の
開

始
貸
借
対
照
表
に
つい
て

③
令
和
６
年
度
売
木
村
農
業
集
落
排
水
事
業

の
開
始
貸
借
対
照
表
に
つい
て

①
令
和
６
年
度
売
木
村
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）に
つ
い
て（
２
０
、2
2
1
千
円

増
額・村
道
補
修
工
事
4
、1
3
3
千
円・休

養
村
セ
ン
タ
ー
修
理
2
、0
3
5
千
円
）

②
令
和
６
年
度
売
木
村
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計（
国
民
健
康
保
険
事
業
）補
正
予
算（
第

２
号
）に
つい
て（
3
、1
5
2
千
円
増
額
）

③
令
和
６
年
度
売
木
村
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計（
診
療
施
設
事
業
）補
正
予
算（
第
１

号
）に
つい
て（
3
2
5
千
円
増
額
）

④
令
和
６
年
度
売
木
村
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）に
つ
い
て

（
93
千
円
増
額
）

⑤
令
和
６
年
度
売
木
村
介
護
保
険
特
別
会
計

（
介
護
保
険
事
業
）補
正
予
算（
第
２
号
）に

つい
て（
２
０
、8
8
3
千
円
増
額
）

請
願
・
陳
情

①
現
行
の
健
康
保
険
証
の
存
続
に
関
す
る

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
陳
情
書
に
つい
て

（
採
択
）

②
訪
問
介
護
費
の
引
き
下
げ
撤
回
と
、介
護
報

酬
引
き
上
げ
の
再
改
定
を
早
急
に
行
う
こ

と
を
求
め
る
陳
情
書
に
つい
て（
採
択
）

③
政
府
の
責
任
で
医
療・介
護
施
設
への
支
援
を

拡
充
し
す
べ
て
の
ケ
ア
労
働
者
の
賃
上
げ
や

人
員
増
を
求
め
る
請
願
書
に
つい
て（
採
択
）

　

令
和
５
年
度一般
会
計
、特
別
会
計
の
決
算
に

つい
て
は
全
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。な
お
、決
算

の
内
容
は
本
誌
２
頁
か
ら
４
頁
の
と
お
り
で
す
。

　

教
育
委
員
会
委
員
任
命
に
つ
き
同
意
を
求

め
る
こ
と
に
つい
て

 

後
藤
俊
文
氏　

同
意

５
番　

後
藤
智
治
議
員

　

利
便
性
や
快
適
生
活
向
上
の
た
め
、基
金
の

取
り
崩
し
や
起
債
に
よ
り
取
り
組
ん
で
来
た
、

道
路
改
良
や
橋
梁
建
設
、ま
た
上
下
水
道
設
備

も
半
世
紀
が
過
ぎ
る
と
共
に
施
設
の
劣
化
が
始

ま
り
改
良
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
計
画
的
に
行
う

時
期
が
来
て
お
り
ま
す
。特
に
上
下
水
道
施
設

は
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
で
あ

り
、メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
は
多
額
な
財
源
が
必
要
と

聞
い
て
お
り
、そ
の
健
全
な
運
用
が
求
め
ら
れ
て

お
り
ま
す
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
ら
の
財
源
と

な
る
基
金
は
5
年
度
末
で
上
下
水
道
設
備
基

金
合
わ
せ
て
２
、９
０
０
万
円
で
あ
り
十
分
な
状

況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。今
後
、災
害
時
の
復
旧
工

事
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
係
る
財
源
確
保
を
ど
の
様

に
お
考
え
か
村
長
に
お
伺
い
し
ま
す
。

村
長
答
弁

　

上
下
水
道
は
豊
か
で
快
適
な
生
活
環
境

と
地
域
経
済
の
発
展
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
、そ
の
重
要
性

は
今
後
も
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。し

か
し
な
が
ら
、今
日
、上
下
水
道
施
設
の
維

持
管
理
を
取
り
巻
く
環
境
は
人
口
減
少
、

並
び
に
高
齢
化
の
進
行
等
に
よ
る
水
自
給

及
び
料
金
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
厳

①
売
木
村
国
民
健
康
保
険
条
例
の一部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つい
て

②
売
木
村
保
育
所
設
置
条
例
の一部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つい
て

③
売
木
村
保
育
の
必
要
性
の
認
定
に
関
す
る
条

例
の一部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つい
て

し
い
財
政
状
況
の
中
で
老
朽
化
す
る
施
設

の
更
新
や
、災
害
対
策
の
強
化
、地
球
温
暖

化
防
止
に
伴
う
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
に
向
け
た

高
度
な
運
転
管
理
な
ど
様
々
な
課
題
へ
の

対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
技
術
職
員

は
採
用
で
き
な
く
村
で
は
民
間
業
者
に
お

願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。国
で
は

令
和
６
年
４
月
か
ら
上
下
水
道
整
備
管
理

行
政
が
厚
生
労
働
省
か
ら
国
土
交
通
省
へ

移
管
さ
れ
上
下
水
道一体
で
の
効
率
化
基
盤

強
化
に
向
け
た
取
組
を
支
援
す
る
方
針
も

示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。農
業
集
落

排
水
は
引
き
続
き
農
林
水
産
省
の
管
轄
で

あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、上
下
水
道
の
管
理
に
つ
き
ま
し
て

は
国
県
の
補
助
事
業
を
を
活
用
し
な
が

ら
計
画
的
に
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。令
和
５
年
度
末
で
売
木
村
の
簡
易

水
道
加
入
者
は
2
1
6
世
帯
4
6
1
人

で
収
入
は
1
、5
8
3
万
円
で
す
。漏
水

工
事
、計
装
機
器
等
設
備
更
新
等
に
2
、

4
1
3
万
円
か
か
って
お
り
、国
県
の
補
助

金
は
7
2
6
万
円
で
残
り
は
起
債
と
一
般

財
源
で
対
応
し
て
お
り
ま
す
。ま
た
、下
水

道
事
業
の
収
入
は
処
理
人
口
2
7
6
人
で

1
、4
9
7
万
円
で
す
。下
水
道
管
劣
化
調

査
等
管
路
内
の
腐
食
部
分
の
修
繕
、法
適

化
移
行
汚
泥
処
理
、施
設
の
修
繕
等
で
1
、

7
2
8
万
円
か
か
って
お
り
ま
す
。

　

そ
の
財
源
は
国
庫
補
助
が
4
5
0
万
円
で

残
り
は
起
債
8
2
0
万
円
一
般
財
源
5
0
8

万
円
と
な
り
ま
す
。上
下
水
道
会
計
は
共
に
収

入
で
維
持
経
費
が
賄
え
て
い
な
い
状
況
が
続
い

て
お
り
ま
す
。
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起
債
償
還
金
を
含
め
、令
和
５
年
度
の一般
会

計
か
ら
の
繰
り
入
れ
は
、5
、6
2
0
万
円
と
多

額
な
繰
り
入
れ
で
運
営
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

住
民
の
皆
様
に
は
上
下
水
道
使
用
料
等
が
高
額

と
い
う
ご
指
摘
も
ご
ざ
い
ま
す
が
上
下
水
道
の

維
持
管
理
運
営
の
た
め
、理
解
を
お
願
い
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。平
成
10
年
に
上
下
水
道
の

敷
設
替
え
が
終
わ
り
平
成
６
年
か
ら
は
下
水
道

整
備
が
行
わ
れ
10
年
か
ら
浄
化
セ
ン
タ
ー
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
って
、ど
ち
ら
も
26
年
経
過
し

て
お
り
、議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
経
年
劣
化
が

心
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。村
と
し
て
は

毎
年
上
下
水
道
整
備
基
金
に
2
5
0
万
円
を

計
画
的
に
積
ん
で
は
お
り
ま
す
が
基
金
状
況
は

議
員
ご
指
摘
の
と
お
り
で
あ
り
基
金
が
豊
富
な

わ
け
で
は
な
い
の
で
上
下
水
道
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、村
内
施
設
の
老
朽
化
も
進
ん
で
お
り
ま
す
の

で
令
和
２
年
３
月
作
成
の
公
共
施
設
個
別
施
設

計
画
に
のって
国
の
国
土
強
靭
化
計
画
を
活
用

し
な
が
ら
国
県
の
有
利
な
補
助
事
業
を
取
り
入

れ
村
内
施
設
の
修
繕
を
計
画
的
に
進
め
て
い
き

た
い
と
思
って
お
り
ま
す
。な
お
、農
業
集
落
排

水
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
平
成
30
年
度
に
農
山

漁
村
地
域
整
備
交
付
金
最
適
整
備
構
想
を
策

定
し
て
お
り
ま
す
。今
そ
の
計
画
で
事
業
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。管
路
の
更
新
は

２
０
３
４
年
か
ら
計
画
さ
れ
て
お
り
、事
業
費
的

に
は
11
億
５
千
万
円
が
予
定
さ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

６
番　

小
林
久
修
議
員

　

近
年
に
お
き
ま
し
て
、世
間
や
マ
ス
コ
ミ
で
も

問
題
視
さ
れ
て
い
る
、Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ

（
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
）の
調
査
に
つ
い
て
質
問

し
ま
す
。

　

国
の
方
で
令
和
２
年
４
月
１
日
に
水
質
管
理

目
標
設
定
項
目
に
位
置
付
け
ら
れ
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
と

Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
の
合
算
値
で
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
50
ナ

ノ
グ
ラ
ム
/
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
目
標
値
が
設
定
さ

れ
ま
し
た
。売
木
村
で
の
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
、Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
の

数
値
と
今
後
の
対
応
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

村
長
答
弁

　

令
和
５
年
10
月
の
日
本
水
道
協
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、あ
る
水
道
事
業
者
の
給
水
管

水
に
お
い
て
高
濃
度
の
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
が

検
出
さ
れ
、浄
水
場
の
上
流
に
は
有
機
フ
ッ
素

化
合
物
を
排
出
す
る
よ
う
な
工
場
も
無
い
こ
と

か
ら
水
質
検
査
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。長
野
県
環
境
部
か
ら
８
月
30
日

付
で
極
力
令
和
６
年
度
中
に
調
査
実
施
を
し

て
ほ
し
い
と
の
文
書
も
来
て
お
り
ま
す
。住
民

の
安
心
安
全
の
た
め
に
も
村
と
し
て
は
実
施
を

考
え
て
お
り
ま
す
。　

住
民
課
長
説
明

　

有
機
フ
ッ
素
化
合
物
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
と
申
し
ま
す
と
、炭
素
と
フッ
素
の
結
合
を
も

つ
有
機
化
合
物
で
あ
り
、代
表
的
な
物
と
し
て

Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ（
ペル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
）

と
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ（
ペル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
）が
ご
ざ

い
ま
す
。主
に
は
撥
水
剤
、消
火
剤
、コ
ー
テ
ィ
ン

グ
剤
等
に
用
い
ら
れ
て
お
り
環
境
中
で
分
解
さ

れ
に
く
く
蓄
積
性
が
高
い
物
質
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

国
の
調
査
で
は
こ
れ
ら
の
有
機
フ
ッ
素
化
合

物
を
継
続
的
に
多
量
に
摂
取
し
た
場
合
、発
が

ん
性
や
甲
状
腺
異
常
な
ど
の
健
康
影
響
の
可

能
性
が
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、国
際
的
に

も
科
学
的
な
知
見
が
不
十
分
で
引
き
続
き
毒

性
評
価
の
情
報
収
集
、検
出
状
況
の
把
握
を
進

め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。な
お
、環
境
省
が
令

和
５
年
７
月
に
作
成
し
た
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
、Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ

に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
に
よ
り
ま
す
と
、国
内
に
お

け
る
有
機
フ
ッ
素
化
合
物
の
摂
取
が
主
た
る
要

因
と
み
ら
れ
る
個
人
の
健
康
被
害
が
発
生
し
た

と
い
う
事
案
は
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
水
道
水
中
の
Ｐ
Ｆ

Ｏ
Ｓ
及
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
は
国
の
水
質
管
理
目
標
設

定
項
目
で
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
と
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
合
算
で
50
ナ

ノ
グ
ラ
ム
/
リ
ッ
ト
ル
以
下
に
設
定
さ
れ
ま
し

た
。1
ナ
ノ
グ
ラ
ム
は
1
グ
ラ
ム
の
十
億
分
の一で

す
。1
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
50
ナ
ノ
グ
ラ
ム
は
体
重

50
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
人
が
一日
当
た
り
2
リ
ッ
ト
ル

の
水
を一生
涯
に
渡
り
摂
取
し
て
も
健
康
に
対

す
る
有
害
な
影
響
が
表
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る

値
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

報
道
等
に
よ
り
排
出
源
が
有
機
フ
ッ
素
化

合
物
含
有
の
泡
消
火
剤
を
保
有
、使
用
す
る
施

設
、有
機
フッ
素
化
合
物
の
製
造
使
用
の
実
績
が

あ
る
施
設
等
か
ら
の
工
場
排
水
な
ど
が
河
川
に

流
出
し
、浄
水
場
や
水
源
を
汚
染
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
か
ら
、売
木
村
で
の
可
能

性
を
考
慮
し
検
査
は
行
って
お
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、今
年
6
月
に
国
が
都
道
府
県
に
水
道
水

の
調
査
を
依
頼
し
小
規
模
な
水
道
水
を
含
め
た

調
査
が
初
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
依
頼
を
受
け
、今
年
度
村
内
に
あ

る
2
つ
の
水
源
で
水
質
検
査
を
実
施
す
る
こ
と

と
い
た
し
ま
し
た
。水
質
検
査
に
か
か
る
経
費
は

水
源
2
ヶ
所
で
11
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

水
質
検
査
は
先
般
依
頼
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、結
果
は
ま
だ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

結
果
が
分
か
り
次
第
村
民
の
皆
様
へ
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。な
お
、水
質
検
査
で
暫
定
目
標

値
を
超
え
る
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
、Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
が
検
出
さ
れ

ま
し
た
場
合
に
は
安
心
安
全
な
水
道
水
が
提

供
で
き
る
よ
う
速
や
か
に
対
応
い
た
し
ま
す
。

能登半島地震募金について
　１月１日に発生した能登半島地震に対し役場で行っている能登半島地震募金
は105,487円の寄付がありました。

　ご協力ありがとうございました。
　この募金は日赤長野県支部を通じて、被災地に送らせていただきました。
　現在も募金を行っておりますのでご協力をお願いいたします。
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～水道水の水質検査結果のお知らせ～
　国内において水道水における有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ・ＰＦＯ
Ａ）※１の基準目標値※２を超過する事例が確認されており、売木村で
も水道水として供給している水源２箇所の有機フッ素化合物の検査を
実施しました。検査結果は下記のとおりになりましたのでお知らせしま
す。今後も調査を行い、安全性を確認してまいります。

採水地点 検査結果
軒川水源 不検出
岩倉水源 不検出

※１　有機フッ素化合物とは、炭素とフッ素の結合をもつ有機化化合物
であり、その総称をＰＦＡＳ（ペルフルオロアルキル化合物及びポ
リフルオロアルキル化合物）と呼んでいます。ＰＦＡＳの代表的なも
のとして、ＰＦＯＳ（ペルフルオロオクタンスルホン酸）とＰＦＯＡ
（ペルフルオロオクタン酸）があり、ＰＦＯＳは主に金属メッキ処理
剤、泡消火薬剤など、ＰＦＯＡはフッ素ポリマー加工助剤、界面活性
剤などに使われており、水や油をはじく、熱や薬品に強いなどの性質
を持っています。

※２　2020年に設定された日本の水質の暫定目標値は、ＰＦＯＳとＰＦ
ＯＡの合計値で50ng/L（ナノグラム・パー・リットル）以下に設定さ
れています。（１ng/Lは水１リットル中、10億分の１グラム）

　◎ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡについて、詳しくは環境省が公表している
　Ｑ＆Ａをご覧ください。

　◎その他の検査項目による水質検査結果は、売木村ホームページに
　掲載しています。

※令和６年９月２４日採水
※不検出：基準目標値未満

環境省「ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集」
ＱＲコード

売木村ＨＰ「水質検査結果について」
ＱＲコード
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　長野県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆様に健康や医療に関する理解を深めていただ
くとともに、医療費が正しく請求されているかを確認していただくために医療費通知を年１回送付
しております。
　今年度は令和５年11月から令和６年10月診療分について令和７年１月下旬頃に送付されます。
確定申告期間中に医療費控除の申告をされる場合は、11月・12月診療分は領収書を基に申告してく
ださい。
　令和６年11月・12月診療分は令和７年１月から令和７年10月までの診療分と併せて、令和８年
１月下旬頃の送付となります。
　該当年度の12月上旬時点で被保険者が亡くなられている場合は医療費通知が送付されません。
亡くなられた方の医療費通知が必要な場合は、長野県後期高齢者医療広域連合まで直接ご連絡くだ
さい。

後期高齢者医療の医療費通知について

（問合せ先）　長野県後期高齢者医療広域連合　保険事業室TEL 026-229-5320

　飯田税務署では、具体的な決算の仕方や、青色申告決算書、収支内訳書及び消費税申告の
作成等について説明会を開催します。

○事業所得を有する青色申告者
　令和 6年12月 3 日（火）14：00～16：00　豊丘村役場保健センター 2階
　令和 6年12月 9 日（月）14：00～16：00　飯田税務署 2階会議室
　令和 6年12月12日（木）14：00～16：00　下條村商工会館 2階

○農業所得を有する青色申告者
　令和 6年12月 3 日（火）10：00～12：00　豊丘村役場保健センター 2階
　令和 6年12月 5 日（木）10：00～12：00　JAみなみ信州本所 1階　みなみちゃんホール

○白色事業所得者等
　令和 6年12月10日（火）14：00～16：00　飯田税務署 2階会議室

○消費税課税事業者等
　令和 6年12月10日（火）10：00～12：00　飯田税務署 2階会議室

留意事項
1 　各会場定員に達した場合はご参加いただけない場合があります。
2　お問い合わせは飯田税務署まで。開催会場へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

飯田税務署より「所得税青色申告決算説明会等」
の開催についてお知らせ
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今年の健診を受けましたか？
健診を受けて自分の身体を知ろう！！

　売木村の健診や血液検査の結果を見ると、高血圧や高血糖で判定される方が多くみられます。これら
は、初期には特別な自覚症状がほとんど現れないことが多く、放置しておくと動脈硬化を進め、気が付い
た時には重症化していることがあります。重症化すると心疾患や脳血管疾患など日本人の死因の多くを占
める生活習慣病を発症することとなってしまいます。
　最近は、こういった生活習慣病により、高齢になり腎臓の機能が低下し、体内の毒素を身体の外へ排出
できなくなるという腎不全になる方がみられます。腎不全になると透析が必要となり、生活・身体的にも
経済的にも負担が大きく、日常生活に制限が強いられます。
　また、病院に受診し服薬を続けている方でも、上手くコントロールできていない方が多くみられます。
薬を飲んでいれば良いだけでなく、定期的な血液検査を受け、食生活や運動などの生活習慣について振り
返り、改善することが大切です。皆さんも自分ができることから始めてみませんか？
　今年度まだ基本健診やがん検診を受けていない方、ぜひこの機会に健診を受けましょう。
健診については、役場　保健師（TEL28-2311）までお問合せください。

国民年金保険料免除等の申請について
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　所得が少ない、失業、事業の廃止（廃業）などの理由で保険料を納付することが
困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶
予制度（50歳未満）」がありますので、住民登録をしている市区役所・町村役場の
国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いします。

　出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除
になり、出産予定日の６か月前から手続きができます。
　お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いし
ます。

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

マイナポータルを利用した国民年金関係の電子申請について
　国民年金の下記の手続きは、マイナポータルを利用して電子申請ができます。詳
細は、日本年金機構のHPをご覧ください。
　https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html

電子申請可能な申請書等
・国民年金被保険者の資格取得（種別変更）の届出
・付加保険料納付（辞退）申出
・付加保険料納付該当（非該当）届
・国民年金保険料免除・納付猶予申請
・学生納付特例申請
・産前産後免除該当届
・口座振替納付（変更）申出 兼 還付金振込方法（変更）申出
・口座振替辞退申出
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　長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和６年10月
１日から時間額998円に改正されました。この機会に、ご確認ください。
　また、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図る
ための支援策を実施しています。ご活用ください。

【お問い合わせ先】
　　「最低賃金」については、長野労働局労働基準部賃金室（☎026-223-0555）
　　または最寄りの労働基準監督署へ
【助成金に関するお問い合わせ先】
　　業務改善助成金　長野労働局雇用環境・均等室　（☎026-223-0560）
　　キャリアアップ助成金　長野労働局　職業対策課（☎026-226-0866）

長野県最低賃金のお知らせ

　いつでも、どこでも、だれでも、起き得るのが転倒災害ですが、冬季は氷雪の影
響で増加します。除雪や融雪で安全通路の確保、融雪
マットの設置等で対策を。また、日頃からの健康体操
により転倒しない身体づくりをしましょう。

飯田労働基準監督署　☎0265-22-2635　　　　　　　　　　　転倒予防資料

転倒事故にご注意を！

　森林は水や空気を育み、土砂災害や地球温暖
化を抑制するなど様々な働きをもっています。
　そのような森林を健全な姿で次の世代に引き
継ぐため、長野県では「長野県森林づくり県民
税」（通称：森林税）が導入されています。
　森林税は、地域主体の里山整備活動の支援
や、広く県民が利用する施設の木造・木質化、
倒れやすい危険な木の伐採などに使われていま
す。 軒川地区で支障木伐採しました。

長野県森林づくり県民税が活用されています。




